
　町では、肺炎球菌による肺炎の発症および重症化を防ぐため、高齢者の方を対象に「肺炎球菌予防接種」を実施
しています。対象となる方で、今まで接種したことのない方は保健センターまでお問い合わせください。
　なお、対象となる方には４月上旬に案内ハガキまたは予診票をお送りします。

生年月日

昭和33年４月２日生 ～ 昭和34年４月１日生

昭和28年４月２日生 ～ 昭和29年４月１日生

昭和23年４月２日生 ～ 昭和24年４月１日生

昭和18年４月２日生 ～ 昭和19年４月１日生

昭和13年４月２日生 ～ 昭和14年４月１日生

昭和８年４月２日生 ～ 昭和９年４月１日生

昭和３年４月２日生 ～ 昭和４年４月１日生

大正12年４月２日生 ～ 大正13年４月１日生

年齢

65歳

70歳

75歳

80歳

85歳

90歳

95歳

100歳

②令和５年度中に、60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓・腎
臓・呼吸器に重い病気のある方およびヒト免疫不全ウ
イルスにより重い障がいを有する方

実施期間 令和６年３月 30日（土）まで

※期間内に接種しない場合、その後の接種料金
は全額自己負担となります。

対 象 者 下記①または②に該当する方

①令和５年度に以下の生年月日に該当する方

※なお、上記①②ともに、過去に高齢者用肺炎球菌ワクチ
ン（ニューモバックスNP）を接種したことのある方（実
費で接種した方も含む）は接種対象となりません。

接種料金

自己負担金 2,000 円

◯高齢者肺炎球菌予診票
◯予防接種済証
◯保険証
※予診票や予防接種済証をお持ちでない方で、
接種を希望される方は、保健センターまでお
問い合わせください。

実施医療機関

町内医療機関および町外の実施医療機関
※接種可能かどうか事前に医療機関にお問い
合わせのうえ、受けてください。

◎問い合わせ先　保健センター　☎82－3111（内線 511）  直通 75－6230

第１期　５月１日（月）
第２期　７月31日（月）
第３期　10月２日（月）
第４期　11月30日（木）
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